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公益法人関連事業評価書（委託・推薦等に係る事務・事業）
平成１８年９月

評価対象（事業名） 機器の較正

担当部局・課 主管部局・課 健康局生活衛生課

関係部局・課

１．事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

基本目標 ２ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策目標 ５ 生活衛生関係営業の振興等により生活衛生の向上・増進を図ること

Ⅱ 建築物衛生の改善及び向上等を図ること

( ) 事業の概要2
事業内容（委託・推薦）

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）では、多数の者が

利用する建築物の衛生的環境を確保するため、当該建築物の所有者等に対して建築物

環境衛生管理基準の遵守等を義務付けている。

建築物環境衛生管理基準のうち、空気環境中の浮遊粉じんの量については、測定す

る際に厚生労働大臣の登録を受けた者（登録較正機関）により較正された機器等を用

いることとされている。

関連公益法人名

（財）ビル管理教育センター

２．評 価

必要性、効率性、有効性等の分析

多数の者が利用する建築物の衛生的環境の維持管理にあたっては、建築物環境衛生

管理基準の遵守状況を把握するために空気環境の測定等を実施する必要がある。

浮遊粉じんの量の測定については、ろ紙を用いた重量法による測定機器又は当該機

器を標準として較正された機器（浮遊粉じん計）を用いることとされている。この浮

遊粉じん計は使用に伴い測定精度の維持が困難となるため、定期的に較正が必要とな

る。

また、例年実施している建築物環境衛生管理基準の不適合率の調査によれば、平成

１６年度においても、顕著な減少こそ見られないものの目立った増加はなく低水準で

推移しており、本事業は建築物の衛生的環境の確保に一定の成果を挙げていると言え

る。

なお、本事業を登録較正機関が実施することについては、本来国が実施する較正事

業を、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の登録を受けた者が法令による基

準に基づき公正に実施することにより、行政事務の簡素合理化に資しているものであ

る。

（整理番号１－３４）
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（参考１）建築物環境衛生管理基準（浮遊粉じんの量）の不適合率の推移

１２ １３ １４ １５ １６H H H H H
2.1% 2.2% 1.6% 1.8% 1.9%

（参考２）登録較正機関数の推移

※平成 年度までは指定較正機関の数15
評価結果（事務・事業の必要性）

本事業は、建築物の衛生的環境の確保のために必要なものであることから、引き続

き実施することとするとともに、当該事業を効率的に運営する観点から、登録較正機

関が本事業を行うこととする。

なお、較正機関については、平成１６年３月３１日より指定制から登録制に移行し

たところであり、登録基準を満たす較正機関であれば、公益法人でなくとも厚生労働

大臣の登録を受けることができることとなっている。

３．特記事項

（整理番号１－３４）

年度 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

登録較正機関数 １ １ １ １ １


